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Ｑ１ 対象となる高校生等とは？
Ａ１ 次にあげる学校に通う生徒のことを、「高校生等」と呼びます。

・国公私立の高等学校 ・高等専門学校（１～３学年）
・中等教育学校後期課程 ・専修学校（高等課程）
・国家資格養成課程に指定された専修学校一般課程や各種学校のうち、国家資格者養成課程の指定を
　受けたもの
・各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校（告示で指定）

Ｑ２ 道府県民税・市町村民税所得割額とは何ですか？
Ａ２ 道府県民税・市町村民税所得割額とは、道府県民税・市町村民税のうち、1年間の所得に応じて決まる税額のことです。

◆道府県民税・市町村民税所得割額は以下の書類で確認できます。
○課税証明書（市町村役場で発行）
○市民税・県民税等の「特別徴収税額の決定・変更通知書」

（勤務先を通じて６月頃に配布されます。大切に保管してください。）
○住民税納税通知書（自営業の場合に市町村から送付）

Ｑ３ 個人番号又は、課税証明書等は同居している祖父母等の分も必要ですか？
Ａ３ 原則として、親権者の道府県民税・市町村民税所得割額により判断しますので、祖父母等のものは不要です。

親権者が父母の場合は、父母２名分を提出してください。
※

Ｑ４ 申請したら必ず全員に支給されますか？
Ａ４ 収入基準を満たし、かつ申請内容に不備がなく、審査の結果、支給対象と決定された場合に支給されます。

Ｑ５ 父親が海外勤務のため課税証明書が発行できません。このような場合も対象になりますか？
Ａ５ 海外赴任等で日本国内に住所を有しない場合（所得確認ができない場合）は支給対象外です。

Ｑ６ 休学している場合は給付金の対象になりますか？
Ａ６ 基準日である７月１日現在（※）で、年度末まで休学の場合は対象外です。

７月２日以降に復学が認められる場合は、給付金の対象となります。学校へお問合せください。

Ｑ７ 給付金を受給した後に退学した場合は、返還する必要がありますか？
Ａ７ 給付金は基準日（７月１日）（※）時点で判断します。

そのため、基準日以降の世帯状況の変化、休学や退学などにより給付金を返還する必要はありません。

Ｑ８ 生徒は兵庫県内の学校に在学しており、保護者は県外に住んでいます。兵庫県に申請できますか？
Ａ８ いいえ。給付金の申請は保護者等の住所のある都道府県に対して行います。

申請手続の詳細については、お住まいの都道府県にお問合せください。

高校生等奨学給付金　Ｑ＆Ａ

※　７月以降の家計急変による申請の場合は、原則申請のあった日の属する月の翌月（申請のあった日が
　　月の初日である場合は、申請のあった月）の１日現在が、基準日となります。

※　７月以降の家計急変による申請の場合は、原則申請のあった日の属する月の翌月（申請のあった日が
　　月の初日である場合は、申請のあった月）の１日現在が、基準日となります。
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